
2017年 2月 7日 

組合員・教職員のみなさま 

 

酪農学園職員組合 

（後援：北海道私大教連） 

         学習会のお知らせ(第 2回目) 

昨年の 9月に 3年間続いた学園元評議員 6人に対する学園元常務によるスラップ訴訟の最高裁判決

があり、6人の全面勝訴が確定しました。この訴訟は、元評議員６人が学園の民主的な運営をしていきた

いという思いから、Ａ教授の解雇に関連して、学校法人の評議員ならびに大学および短期大学部の教員

に頒布した文書が名誉毀損にあたるとされ、損害賠償を請求されていたものです。これは、学園の非民主

的な運営に対する危惧の思いを踏みにじるものであり、学園における民主的で自由な議論を阻害し、学

長解任にも連動するような大学の自治にも関連する大きな問題です。このようなスラップ訴訟によって、各

人の表現の自由や学問・研究の自由、教育・研究の推進を阻害するようなことが学内外で起こっていま

す。組合では、これは誰にでも起こりうる問題であり、このような問題といかに向き合い、どう対処したらよ

いのかを考えていくことにしました。そこで、近年、スラップ訴訟を受け、最高裁で勝訴した前日本私大教

連委員長の野中郁江さんをお招きし、学習会を行うことにしました。多くの方のご参加をお願いします。 

 日時 ： 2017年 3月 1日（水）17時 15分〜19時（交流会：19時 30分〜） 

 場所 ： 大学 C1号館 202教室 

 講師 ： 野中郁江さん（明治大学商学部教授、前日本私大教連執行委員長） 

 主題 ： 「誰にでも起こりうるスラップ訴訟問題をよく考えよう～」 

       ー学問・研究・表現の自由と大学の自治の関連で考えるー 

後援 :  北海道私大教連 

 

組合加入の有無、雇用形態を問わず、酪農学園および大学で働く教職員の皆さん全てに開か

れた講演会です。学園外の方々の参加も歓迎します。是非、ご参加ください。 

なお、飲み物と軽食を用意いたします。準備の都合上、学園内の参加者の概数を把握したい

ので、事前にご連絡をいただけると助かります。 

 

連絡先：酪農学園職員組合事務所 

（＊学外の方は道私大教連 doshikyoso@ybb.ne.jp へご連絡ください。） 

 

mailto:doshikyoso@ybb.ne.jp


◆会場：酪農学園大学Ｃ１号館（202教室）の場所◆ 

 

 

 


